
【選挙における投票区（投票所）の見直しについて】 

 

西東京市選挙管理委員会では、西武池袋線より南側に位置する投票区を、下記の考え方に

よって別紙のように見直す検討をしています。 

つきましては、パブリックコメントを実施しますので、皆様のご意見をお寄せください。 

 

投票区見直しの考え方 

１ 旧市境の投票区や投票所の見直し 

２ 投票区ごとの有権者数のかたよりの解消 

３ 選挙執行経費の削減 

※ なお、西武池袋線より北側の地域については、平成 22 年度に見直しを実施したので、

今回は変更いたしません。今回の見直しにより、西武池袋線より南側の投票区は 30 か所か

ら25か所となり、西東京市の投票区全体では、現在の３４か所から２９か所になります。 

 



投票区の現行案と改正案

新町福祉会館 新町福祉会館

新町五丁目２番７号 新町五丁目２番７号

総合体育館 私立柳橋保育園

向台町五丁目４番20号 新町一丁目11番25号

田無第四中学校

向台町一丁目（13～16番、19・20
番）・二丁目・三丁目（１～４
番、６～10番）・四丁目（６～10
番、15～17番）

柳沢中学校

向台町二丁目14番９号
新町一丁目（４～14番）・二丁目
（１番、８～10番）・三丁目（１
番）

柳沢三丁目８番22号

南町一丁目（５～13番）・二丁目
（２～22番）・三丁目（10～17番）
向台町一丁目（１～12番、17・18
番）

新町一丁目（１～３番）

柳沢五丁目（９・10番、12～15
番）

柳沢中学校 柳沢公民館
東伏見一丁目（１～４番、９～11
番）

柳沢三丁目８番22号 柳沢一丁目15番１号 柳沢一丁目・六丁目

東伏見小学校 柳沢小学校 南町一丁目・二丁目

東伏見六丁目１番28号 南町二丁目12番37号 向台町一丁目

柳沢一丁目・六丁目
東伏見一丁目（１～６番、８番[１
～８号]、９～11番）
保谷町二丁目（10～14番）・三丁
目（６～16番、19～26番）・四丁
目（１～７番）

富士町六丁目（４～12番）

西東京市役所田無庁舎 田無町二丁目（１番） 西東京市役所田無庁舎

南町五丁目６番13号
南町三丁目（１・２番、18～25
番）・四丁目・五丁目・六丁目
（１～５番、11番）

南町五丁目６番13号

南町六丁目
向台町五丁目・六丁目

芝久保町一丁目16番18号 芝久保町一丁目 南町六丁目９番37号 芝久保町一丁目

芝久保小学校 芝久保小学校

芝久保町三丁目７番１号 芝久保町三丁目７番１号

西原児童館
田無町七丁目（３～13番、17・18
番）

けやき小学校

田無町七丁目８番14号 芝久保町四丁目・五丁目 芝久保町五丁目７番１号

田無第三中学校
西原町一丁目（７～９番）・二丁
目（１～７番）・三丁目・四丁
目・五丁目

西原児童館

西原町四丁目５番６号 緑町一丁目（１番、３～８番） 田無町七丁目８番14号

田無小学校
田無町四丁目・五丁目・六丁目・
七丁目（１・２番、14～16番、
19・20番）

田無小学校

西原町一丁目（１～６番）
緑町一丁目（２番）

コール田無
田無町一丁目・二丁目（２～22
番）・三丁目

コール田無

南町一丁目（１～４番、14・15
番）・二丁目（１番）・三丁目
（３～９番）
保谷町四丁目（８～12番）

北原児童館
北原町一丁目（１～37番）・二丁
目（１～４番、10～16番）・三丁
目（１～５番）

ほうやちょう保育園 保谷町二丁目・三丁目・四丁目

保谷町五丁目
泉町一丁目（４～８番）

本町小学校
保谷町一丁目（４～19番）・二丁目
（１～９番）・三丁目（１～５番、
17・18番）・六丁目（１～22番）

本町小学校

富士町一丁目（１番[１～25
号]）・六丁目（１番）

中町六丁目（９・10番）

富士町市民集会所 富士町市民集会所

富士町一丁目７番69号 富士町一丁目７番69号

なかまち保育園
富士町二丁目（３～12番）・三丁
目（３～９番）

碧山小学校
中町三丁目（７～14番）・四丁
目・五丁目

中町三丁目（７～13番）・四丁
目・五丁目
東町五丁目・六丁目（６～９番）

柳沢小学校

芝久保児童館

芝久保町二丁目・三丁目

南町六丁目（６～10番）

南町二丁目12番37号

東伏見一丁目（７・８番[９号
～]、12～18番）・二丁目・三丁
目・四丁目・五丁目・六丁目

田無町五丁目５番12号

第１投票区
第２投票区

第７投票区
第９投票区

第２投票区
第６投票区
第７投票区

第８投票区
第９投票区
第13投票区
第14投票区

第２投票区
第３投票区
第６投票区
第８投票区

第３投票区

第３投票区
第４投票区

第３投票区
第４投票区
第５投票区
第15投票区

新町二丁目（２～７番）・三丁目
（２～12番）四丁目・五丁目・六
丁目

向台町三丁目（５番）・四丁目
（１～５番、11～14番、18～22
番）・五丁目・六丁目

柳沢二丁目・三丁目・四丁目・五
丁目（１～８番、11番）

富士町一丁目（２～５番、６番[１
～９号]、７～16番）・二丁目
（１・２番、13番）・三丁目
（１・２番）・四丁目・五丁目・
六丁目（２・３番）

第２投票
区

第５投票
区

第 10 投票
区

第 12 投票
区

第１投票
区

第２投票
区

第５投票
区

第 10 投票
区

第９投票
区

第３投票
区

新投票区 新投票所建物 新区域
現行投票
区と比較

現行
投票区

現行投票所建物 現行区域

新町三丁目（11･12番）・四丁目・
五丁目・六丁目

第１投票
区

新町一丁目・二丁目・三丁目（１
～10番）

柳沢二丁目・三丁目・四丁目・五
丁目

東伏見一丁目（５～８番、12～18
番）・二丁目・三丁目・四丁目・
五丁目・六丁目

田無第四中学校

東伏見小学校

東伏見六丁目１番28号

富士町五丁目・六丁目

東町五丁目・六丁目（６～９番）中町五丁目11番４号

保谷町一丁目14番23号

保谷町三丁目13番１号

向台町二丁目・三丁目・四丁目

南町三丁目・四丁目・五丁目

富士町一丁目・二丁目・三丁目・
四丁目

保谷町一丁目（１番、３～19
番）・五丁目（３～13番、16～18
番）・六丁目（１～22番）

芝久保町二丁目・三丁目

芝久保町四丁目（５番～）・芝久
保町五丁目（３番～）

田無町七丁目、芝久保町四丁目
（１番～４番）・芝久保町五丁目
（１番～２番）

田無町四丁目・五丁目・六丁目

田無町一丁目・二丁目・三丁目

田無町四丁目５番21号

田無町三丁目７番２号田無町三丁目７番２号

北原町一丁目16番２号

保谷町一丁目14番23号

中町四丁目４番16号

第15投票区
第16投票区
第17投票区
第19投票区

第15投票区
第17投票区

第17投票区
第18投票区

第22投票区
第23投票区

第12投票区
第13投票区
第22投票区

第６投票区
第８投票区
第14投票区
第15投票区

第16投票区
第20投票区
第21投票区

第 15 投票
区

第 16 投票
区

第 18 投票
区

第 17 投票
区

第３投票
区

第４投票
区

第６投票
区

第７投票
区

第８投票
区

第９投票
区

第 11 投票
区

第 13 投票
区

第 14 投票
区

第 14 投票
区

第 15 投票
区

第 16 投票
区

第 18 投票
区

第 17 投票
区

第 13 投票
区

第 12 投票
区

第４投票
区

第６投票
区

第７投票
区

第８投票
区

第 11 投票
区

第11投票区
第12投票区

田無第一中学校

柳沢公民館

柳沢一丁目15番１号 向台町二丁目14番９号

第９投票区
第10投票区

第10投票区
第11投票区



投票区の現行案と改正案

新投票区 新投票所建物 新区域
現行投票
区と比較

現行
投票区

現行投票所建物 現行区域

中町一丁目・二丁目（１～３番、
８番）・三丁目（１～４番）・六
丁目
泉町三丁目・四丁目（７番）・五
丁目（１番、８～16番）・六丁目
（８～13番）

東町一丁目１番24号
東町一丁目・二丁目・三丁目・四
丁目・六丁目（１～５番、10番）

中町一丁目５番１号 保谷町一丁目（２番）

西東京市役所保谷庁舎
中町一丁目・二丁目（１～３番、
８番）・三丁目（１～４番、14
番）・六丁目（１～８番、11～13

私立和泉保育園
保谷町五丁目（１・２番、14・15
番）・六丁目（23～25番）

泉町三丁目（11・12番）・五丁
目・六丁目

泉町一丁目・二丁目

住吉町五丁目(７～13番) 住吉町一丁目
保谷町一丁目（１～３番）・六丁
目（23～25番）
泉町一丁目（１～３番、９～17
番）・二丁目・三丁目（１～10
番、13～17番）・四丁目

泉町三丁目６番８号
住吉町一丁目（１～６番、14～21
番）・六丁目（１～３番、９～15
番）

北原町二丁目９番１号

緑町三丁目（１～７番）
谷戸町一丁目・二丁目（１番[戸
建]、２・３番）・三丁目（１～14
番）
北原町一丁目（38・39番）・二丁
目（５～９番）・三丁目（６番）

緑町二丁目・三丁目（８番）
谷戸町二丁目（１番[24号・35～37
号]）

緑町三丁目８番３号
ひばりが丘三丁目（１～５番）・
四丁目

西原町四丁目５番６号

ひばりが丘公民館
谷戸町二丁目（１番[75号]、４～
16番）

そよかぜ保育園

ひばりが丘二丁目３番４号
ひばりが丘一丁目（４～12番）・
二丁目・三丁目（６番）

ひばりが丘三丁目１番25号

谷戸町三丁目（15～28番）
住吉町二丁目・三丁目・四丁目・
五丁目（１～６番）・六丁目（４
～８番

住吉町三丁目14番14号
ひばりが丘一丁目（１～３番、13
～16番）

ひばりが丘二丁目３番４号 谷戸町二丁目（５～16番）

ひばりが丘北児童センター
ひばりが丘北一丁目・二丁目（２
～８番）・三丁目・四丁目

谷戸小学校
緑町一丁目（１番１号・２号・
BA）・三丁目

ひばりが丘北一丁目６番８号
栄町一丁目（８・９番）・二丁目
（４～11番）

緑町三丁目１番１号 谷戸町二丁目（１～４番）

栄町一丁目（１～７番、10～17
番）・二丁目（１～３番）・三丁
目（１・２番）
北町一丁目(１番)

下保谷一丁目４番４号
下保谷一丁目・二丁目（１～５
番、８・９番）・五丁目（１～６
番、10・11・14番）

谷戸町一丁目17番27号

しもほうや保育園
北町四丁目・五丁目（１～３番、
６～14番）

すみよし保育園 谷戸町三丁目（15～28番）

下保谷三丁目８番15号
下保谷二丁目（６・７番）・三丁
目・四丁目・五丁目（７～９番、
12・13番）

住吉町三丁目14番14号 住吉町二丁目・三丁目

ひばりが丘北二丁目（１番）
栄町三丁目（３～８番）

北町二丁目13番17号
北町一丁目（２～８番）・二丁
目・三丁目・五丁目（４・５
番）・六丁目

住吉町五丁目２番１号
泉町四丁目（１～６番）・五丁目
（２～７番）・六丁目（１～７
番、14・15番）

明保中学校
東町一丁目・二丁目・三丁目・四
丁目・六丁目（１～５番、10・11
番）

東町一丁目１番24号
中町二丁目（４～７番）・三丁目
（５・６番）

しもほうや保育園
下保谷二丁目（６・７番）・三丁
目・四丁目・五丁目（７～９番、
12・13番）

下保谷三丁目８番15号
北町四丁目・五丁目（１～３番、
６～14番）

保谷第一小学校
下保谷一丁目・二丁目（１～５
番、８・９番）・五丁目（１～６
番、10・11・14番）
栄町一丁目（１～７番、10～17
番）・二丁目（１～３番）・三丁
目（１・２番）
北町一丁目（１番）

ひばりが丘北児童センター
栄町一丁目（８・９番）・二丁目
（４～11番）

ひばりが丘北一丁目６番８号
ひばりが丘北一丁目・二丁目（２
～８番）・三丁目・四丁目
栄町三丁目（３～８番）
北町一丁目（２～８番）・二丁
目・三丁目・五丁目（４・５
番）・六丁目

北町二丁目13番17号 ひばりが丘北二丁目（１番）

住吉町一丁目（７～13番）

中町二丁目（４～７番）・三丁目
（５・６番）

中町一丁目５番１号

谷戸第二小学校

田無第二中学校

西原総合教育施設
緑町二丁目、西原町四丁目・五丁
目

泉町二丁目６番10号

住吉小学校

青嵐中学校

下保谷一丁目４番４号

第33投票区

北原町一丁目・二丁目・三丁目

緑町一丁目（１番１号・２号・BA
を除く。）

ひばりが丘公民館

田無第三中学校

西原町三丁目４番１号

ひばりが丘一丁目・二丁目

第20投票区
第21投票区
第26投票区
第27投票区

第23投票区
第24投票区
第26投票区

第24投票区
第25投票区
第26投票区

第25投票区
第28投票区
第29投票区

第 23 投票
区

西東京市役所保谷庁舎

第 20 投票
区

第 21 投票
区

第 22 投票
区

明保中学校

住吉町四丁目・五丁目・六丁目

第30投票区

第18投票区
第19投票区
第29投票区

第16投票区
第19投票区
第20投票区
第29投票区

ひばりが丘三丁目・四丁目

西原町一丁目・二丁目・三丁目

谷戸町一丁目・三丁目（１～14
番）

第32投票区

第31投票区

第34投票区

青嵐中学校

すみよし保育園

保谷第一小学校

泉小学校

みどり児童センター

谷戸第二小学校

谷戸町一丁目17番27号

第 28 投票
区

第 29 投票
区

第 24 投票
区

第 25 投票
区

第 26 投票
区

第 27 投票
区

第 19 投票
区

第 34 投票
区

第 30 投票
区

第 31 投票
区

第 32 投票
区

第 33 投票
区

第 27 投票
区

第 28 投票
区

第 29 投票
区

第 23 投票
区

第 24 投票
区

第 25 投票
区

第 26 投票
区

第 19 投票
区

第 20 投票
区

第 21 投票
区

第 22 投票
区



投票区見直しの考え方
１　旧市境の投票区や投票所の見直し
２　投票区ごとの有権者数のかたよりの解消
３　選挙執行経費の削減

｢西武池袋線より北側の地域については、平成22
年度に見直しを実施したので、今回は変更いたし
ません。｣

改正案



現行投票区


